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○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市公告（調達）第５８号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和５年４月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市統合運用管理業務 

⑵  履行場所 

さいたま市内 さいたま市データセンター外 

⑶ 業務概要 
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入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 

令和５年１０月１日から令和８年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和５年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「電算」の資格を有すると認められた者であること。なお、令和５・６年度さいたま市

競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されている者につ

いては、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載がない者

を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和５年５月１日（月）

までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付与

認定を受けている者であること。 

⑸ 国際標準化機構（ＩＳＯ）に参加している認定機関により認定された審査登録機関によるＩＳ

Ｏ９００１の審査登録（登録範囲が３３（情報技術）、３４（エンジニアリング、研究開発）又は

その他コンピュータサービスに関するもの）又は国際標準化機構（ＩＳＯ）に参加している認定

機関により認定された審査登録機関によるＩＳＯ／ＩＥＣ２００００―１：２０１８（ＩＴサー

ビスマネジメントシステム）の審査登録の認定を有する者であること。 

⑹ 平成３０年４月１日以降に官公庁又は中核市以上の地方公共団体で統合運用管理業務の受託経

験及び実務経験を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 ⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

担当 システム標準化・情報システム担当 電話 ０４８（８２９）１１０４ 

 ⑵ 交付期間 

公告の日から令和５年５月８日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後５時まで） 
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⑶ 交付方法 
ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 ⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認審査結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年５月１７日（水）午前９時から午後５時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年６月１２日（月）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル

改革推進部システム標準化・情報システム担当 



5 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月１４日（水）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第２会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月１４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、著しく低価格の場合

は、同条第３項の規定により調査を行う場合がある。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 

電話 ０４８（８２９）１１０４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において
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無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Integrated Operations Management System for Saitama City 

⑵ Date and time of tender: 

June 14, 2023, 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Department of Digital Reform Promotion, City Strategy Headquarters, Saitama City  

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan  

Tel: 048-829-1104 

 

さいたま市公告（調達）第５９号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和５年４月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名（物品の購入） 

ア 塵芥収集機械車２t 積載 

イ 塵芥収集機械車３ｔシャーシー（プレス式・強制排出車） 

ウ 塵芥収集機械車３ｔシャーシー（回転板式・ダンプ排出車） 

⑵ 納入場所 

ア １⑴アの物品 

さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市西部清掃事務所 

イ １⑴イ及びウの物品 

さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市東部清掃事務所 

⑶ 数量 

ア １⑴アの物品 ３台 

イ １⑴イの物品 ３台 

ウ １⑴ウの物品 ４台 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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⑷ 特質等  

入札説明書による。 

⑸ 納入期限 

ア １⑴アの物品 令和６年３月２９日 

イ １⑴イ及びウの物品 令和６年３月２２日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和５年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「輸送機器」内の営業種目「特殊車」の資格を有すると認められた者であること。な

お、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、令和５年５月２日（火）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和５年５月１２日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
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本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者

であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年５月１８日（木）及び令和５年５月１９日（金）午前９時から午後５時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において競争入札に付する物品ごとの返信用封筒に９

４円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年５月２９日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
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（ア） １⑴アの物品 令和５年５月３１日（水）午後２時００分 

（イ） １⑴イの物品 令和５年５月３１日（水）午後２時１５分 

（ウ） １⑴ウの物品 令和５年５月３１日（水）午後２時３０分 

  イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年５月３１日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 契約事務を担当する課（問合せ先） 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

  否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 
休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:  
a 2-Ton Garbage collection truck, 3 units 

  b 3-ton chassis compression garbage collection truck with ejector mechanism, 3 units 

  c 3-ton chassis mobile packer garbage collection truck with dumping mechanism, 4 units 

⑵ Date and time of tender:  

a May 31，2023，2:00 p.m. 

b May 31，2023，2:15 p.m. 

c May 31，2023，2:30 p.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

 

さいたま市公告（調達）第６０号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和５年４月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名（物品の購入）及び数量 

ア 食器食缶洗浄機 ５台 

イ 消毒保管庫 ３０台 

ウ 真空冷却機 ９台 

⑵ 納入場所 

ア １⑴アの物品 

 さいたま市南区白幡１－１－２０ さいたま市立南浦和小学校外４校 

イ １⑴イの物品 

さいたま市浦和区岸町４－１－２９ さいたま市立高砂小学校外５校 

  ウ １⑴ウの物品 

    さいたま市浦和区本太２－２６－２５ さいたま市立本太小学校外８校 

⑶ 特質等  

入札説明書による。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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⑷ 納入期限 

 令和６年３月２９日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和５年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「学校・保育用品」内の営業種目「学校用品」又は種目「一般機器」内の営業種目「住

宅設備機器」の資格を有すると認められた者であること。なお、令和５・６年度さいたま市競争

入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者に

ついては、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該営業種目について登載が

ない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和５年５月２日

（火）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和５年５月１２日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者
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であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年５月１８日（木）及び令和５年５月１９日（金）午前９時から午後５時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において競争入札に付する物品ごとの返信用封筒に９

４円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年６月１日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

（ア） １⑴アの物品 令和５年６月５日（月）午後２時００分 

（イ） １⑴イの物品 令和５年６月５日（月）午後２時１５分 
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（ウ） １⑴ウの物品 令和５年６月５日（月）午後２時３０分 

  イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ 水道局水道庁舎２階会議室 

⑷ 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月５日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 契約事務を担当する課（問合せ先） 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

  否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 
ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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ウ 受付時間 
休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:  
a Tableware and food can dishwasher, 5 units 

  b Implements sterilizer cabinet, 30 units 

  c Vacuum cooler, 9 units 

⑵ Date and time of tender:  

a June 5，2023，2:00 p.m. 

b June 5，2023，2:15 p.m. 

c June 5，2023，2:30 p.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1181 

 

さいたま市公告（調達）第６１号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和５年４月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市児童相談システム構築業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０外 

⑶ 業務概要 

入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 

契約締結の日から令和７年１月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和５年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「電算」の受注希望業務「システム・プログラム開発」又は「電算処理」の資格を有す

ると認められた者であること。なお、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務

委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されている者については、この審査を受けたもの

とみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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契約管理部契約課に所定の様式により、令和５年５月８日（月）までに資格審査の申請を行うこ

と。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 平成３０年４月以降に都道府県又は指定都市において、児童相談システムの構築及び運用業務

を行った実績があることを証明した者であること。 

 ⑸ ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１、ＩＳＭＳ又はプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）の認証

取得を有するものであること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター南部

児童相談所 

担当 管理係 電話 ０４８（７１１）２４０９ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和５年５月８日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 
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⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

    令和５年５月１２日（金）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

    総合評価落札方式で行う。提出資料作成要領を参照のうえ技術提案書等の書類を提出すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に

記載すること。 

⑵  提案書類の提出方法 

   入札説明書のとおり 

⑶ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年６月５日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－００７１ さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ど

も家庭総合センター南部児童相談所 

⑷ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月６日（火）午後１時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０  さいたま市子ども家庭総合センター４階多目的室 

⑸ 入札保証金 

見積もった金額（入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算し 

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。））の

１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第

６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑹ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月６日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑷イに同じ 
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⑺ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、落札者決定基準に基づいて評価委員が審査し

た技術点と入札価格を評価する価格点により算出した次に掲げる方法により、総合評価点数の最

も高い者を落札者とする。 

ア  総合評価点数の算式 

総合評価点数＝価格点＋技術点 

イ  価格点と技術点の配点 

(ア) 価格点 １，０００点 

(イ) 技術点 ３，０００点 

ウ  価格点の算式 

価格点＝｛１－（入札価格×１．１）÷予定価格｝×１，０００ 

なお、入札価格は各入札者の入札金額とする。 

エ  技術点の評価項目 

(ア)  技術提案書評価  １，６００点 

(イ)  機能要件回答評価  １，４００点 

 (ア)、(イ)の詳細は、入札説明書の別添、落札者決定基準による。 

⑻ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑼ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター南部

児童相談所 

電話 ０４８（７１１）２４０９ ＦＡＸ ０４８（７１１）８９０４ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター南部児童相談所及びホームペ

ージにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary   

⑴ Contract for tender: 

   The construction of a system for children’s counselling in Saitama City   

⑵ Date and time of tender: 

June 6, 2023, 1:30 p.m 

⑶ Contact point for the notice: 

South Children’s Counselling Office, Comprehensive Center for Children and Families, 

Bureau of Child Development, Saitama City 

4-4-10 Kamikizaki, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-0071, Japan 

Tel: 048-711-2409 

 

さいたま市公告（調達）第６２号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和５年４月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立高等学校等ネットワーク基盤・校内ＬＡＮシステム賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市浦和区元町１－２８－１７外 

⑶ 数量・特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和６年１月１日から令和９年１２月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和５年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」の資格を有すると認められ

た者であること。なお、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下

「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管

理部契約課に所定の様式により、令和５年５月１日（月）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１６７３ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和５年５月１１日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
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３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年５月１８日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年５月３０日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校

教育部高校教育課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月１日（木）午前９時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月１日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 
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⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課及びホームページにおいて

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

Network infrastructure and intra-school LAN systems for use in Saitama City’s 

municipal high schools, etc. 

⑵ Date and time of tender: 

June 1, 2023, 9:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

High School Education Division, Department of School Education, Secretariat, Saitama 

City Board of Education 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan  

Tel: 048-829-1673 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市公告（調達）第６３号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和５年４月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立高等学校等教職員端末システム賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市浦和区元町１－２８－１７外 

⑶ 数量・特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和６年１月１日から令和９年１２月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和５年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」の資格を有すると認められ

た者であること。なお、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下

「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管

理部契約課に所定の様式により、令和５年５月１日（月）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１６７３ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和５年５月１１日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から
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午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年５月１８日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年５月３０日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校

教育部高校教育課 

⑶ 入札の日時及び場所 
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ア 日時 

令和５年６月１日（木）午前９時４５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月１日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
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電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課及びホームページにおいて

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

Laptops for use by employees of Saitama City municipal high schools 

⑵ Date and time of tender: 

June 1, 2023, 9:45 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

High School Education Division, Department of School Education, Secretariat, Saitama 

City Board of Education 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan  

Tel: 048-829-1673 

 

さいたま市公告（調達）第６４号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

令和５年４月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市立大宮国際中等教育学校生徒用端末システム賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市大宮区三橋４－９６ 

⑶ 数量・特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 借入期間 

令和６年１月１日から令和９年１２月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和５年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」の資格を有すると認められ

た者であること。なお、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下

「名簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管

理部契約課に所定の様式により、令和５年５月１日（月）までに資格審査の申請を行うこと。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

担当 管理係 電話 ０４８（８２９）１６７３ 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和５年５月１１日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
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令和５年５月１８日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年５月３０日（火）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校

教育部高校教育課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月１日（木）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年６月１日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 
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電話 ０４８（８２９）１６７３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部高校教育課及びホームページにおいて

閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

Laptops for use by students of Saitama Municipal Omiya International Secondary School 

⑵ Date and time of tender: 

June 1, 2023, 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

High School Education Division, Department of School Education, Secretariat, Saitama 

City Board of Education 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan  

Tel: 048-829-1673 

 

さいたま市公告（調達）第６５号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 
令和５年４月１７日 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市教育データ可視化システム構築等業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市立教育研究所外 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年３月２５日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和５年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を受

け、業務「電算」の資格を有すると認められた者であること。なお、令和５・６年度さいたま市

競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されている者につ

いては、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載がない者

を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、令和５年５月１日（月）

までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 公告日より過去２年以内において、本契約と同種業務を国（独立行政法人を含む。）又は地方公

共団体と締結し、履行した実績を有する者であること。 

⑸ 情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７０

０１）の認定を受けている者であること。 

３ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研究所 

担当 管理係 電話 ０４８（８３８）０７８１ 

⑵ 交付期間 
公告の日から令和５年５月８日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午

後４時まで） 
⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 
⑷ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年５月１８日（木）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 
令和５年５月２９日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 
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〒３３０－００６４ さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研

究所 
⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月３１日（水）午前９時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月３１日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、同条第３項の規定に

よる調査基準価格を下回った場合は、調査を行い落札者を決定する。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課 

電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研究所 

電話 ０４８（８３８）０７８１ ＦＡＸ ０４８（８３８）０８８８ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 
要 

⑶ 議決の要否 
否 

８ その他 
⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 
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ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 
ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html 

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会教育研究所及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

  Construction services for Saitama City's educational data visualization system 

⑵ Date and time of tender: 

  May 31, 2023, 9:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

   Institute of Education, Board of Education, Saitama City 

     6-13-15 Kishicho, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-0064, Japan 

     Tel: 048-838-0781 

 

 

〇特定調達契約に係る一般競争入札の中止 

さいたま市公告（調達）第６６号  

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第

６条の規定により令和５年２月１５日さいたま市公告（調達）第３５号において公告した一般競争入

札について、次のとおり中止したので、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第１４条第２項の規定により公示する。 

令和５年４月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 中止とした一般競争入札 

  件名 さいたま市立浦和高等学校外２校で使用する電気 

２ 中止とした理由 

  入札参加者がないため。 

 

 

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公告（調達）第６７号 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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次のとおり落札者等について公示します。 

令和５年４月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 

①６７－１ ②さいたま市帳票印刷業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部 さ

いたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月１０日 ⑤株式会社コタニ浦和営業所 所長 平沢

貴夫 さいたま市浦和区仲町２－１４－７－２０３ ⑥４９，２１７，０７２円 ⑦一般競争入札 

⑧令和５年１月２０日さいたま市公告（調達）第２号 

 

①６７－２ ②さいたま市国民健康保険システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタ

ル改革推進部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月２２日 ⑤株式会社アイネス公共

営業部 部長 前田好治 東京都中央区晴海３－１０－１ ⑥５１,０１８,０００円 ⑦随意契約 

⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第

１１条第１項第１号該当 

 

①６７－３ ②さいたま市住民記録系システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタル

改革推進部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月２２日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式会

社埼玉支社 支社長 大久保尚 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥３４，３６４，０００円 

⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第

１号該当 

 

①６７－４ ②さいたま市税システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進

部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月２２日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式会社埼玉支

社 支社長 大久保尚 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥１２３，８２７，０００円 ⑦随

意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号

該当 

 

①６７－５ ②さいたま市統合基盤システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部デジタル改

革推進部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月２２日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式会社

埼玉支社 支社長 大久保尚 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥３４，６８３，０００円 

⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第

１号該当 

 

①６７－６ ②さいたま市本庁舎外清掃業務 一式 ③さいたま市財政局財政部庁舎管理課 さいた



34 

ま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月６日 ⑤株式会社むさしビルクリーナー 代表取締役 

坪井宣子 さいたま市浦和区常盤３－３－９ ⑥４０，４０３，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和

５年１月２０日公告（調達）第７号 
 

①６７－７ ②広報紙「市報さいたま」の印刷（単価契約） ３６ページ…約５，３２０，８００部 

４０ページ…約２，６６０，４００部 ③さいたま市財政局契約管理部調達課 さいたま市浦和区常

盤６－４－４ ④令和５年３月８日 ⑤関東図書株式会社 代表取締役 岩渕均 さいたま市南区別

所３－１－１０ ⑥１６５，５１９，４４６円 ⑦随意契約 ⑧令和５年１月２０日さいたま市公告

（調達）第８号 ⑨地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号該当 
 
①６７－８ ②再生コピー用紙（Ａ４）（単価契約） 約２８，５９１箱 ③さいたま市財政局契約管

理部調達課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月１５日 ⑤トッパン・フォームズ株

式会社埼玉営業所 所長 富山淳一 さいたま市浦和区高砂１－１－１ ⑥２，０９７円（単価） ⑦

一般競争入札 ⑧令和５年１月３１日さいたま市公告（調達）第２８号 
 
①６７－９ ②⑴生石灰（単価契約） 約１，０６０，０００ｋｇ ⑵重金属固定剤（飛灰処理用）

（単価契約） 約１２４，０００ｋｇ ⑶重金属固定化剤（単価契約） 約９６，０００ｋｇ ⑷高

反応性消石灰（高比表面積）（単価契約） 約１，２４０，０００ｋｇ ③さいたま市財政局契約管理

部調達課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月１６日 ⑤⑴朝日テック株式会社さい

たま営業所 営業所長 荻田達也 埼玉県さいたま市中央区鈴谷２－７９４ ⑵日伸化学株式会社 

代表取締役 五十嵐典彦 埼玉県久喜市清久町４－１ ⑶ケミテック株式会社 代表取締役 松島昭

仁 埼玉県さいたま市北区奈良町１５７－４ ⑷朝日テック株式会社さいたま営業所 営業所長 荻

田達也 さいたま市中央区鈴谷２－７９４ ⑥⑴４０．７０円（単価） ⑵５１７円（単価） ⑶５

０６円（単価） ⑷４４．８８円（単価） ⑦一般競争入札 ⑧令和５年１月３１日さいたま市公告

（調達）第２９号 
 

①６７－１０ ②さいたま市健康マイレージシステム保守業務 一式 ③さいたま市保健衛生局保健

部保健衛生総務課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月２３日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ

株式会社埼玉支社 支社長 大久保尚 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥４１，７４５，

０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１

条第１項第１号該当 

 

①６７－１１ ②さいたま市立病院医療総合情報システム現地支援業務 一式 ③さいたま市保健衛

生局市立病院病院経営部情報管理室 さいたま市緑区大字三室２４６０ ④令和５年３月９日 ⑤富

士通Ｊａｐａｎ株式会社埼玉支社 支社長 大久保尚 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥

２９，９９７，０００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令第１１条第１項第１号該当 
 

①６７－１２ ②さいたま市新型コロナウイルスワクチン接種に係るワクチン等配送業務 一式 ③
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さいたま市保健衛生局保健所新型コロナウイルスワクチン対策室 さいたま市中央区鈴谷７－５－１

２ ④令和５年３月２０日 ⑤株式会社丸和運輸機関 代表取締役 和佐見勝 埼玉県吉川市旭７－

１ ⑥２６８，８６７，７２０円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令第１１条１項２号該当 

 

①６７－１３ ②さいたま市クリーンセンター大崎ごみ搬入管理業務 一式 ③さいたま市環境局施

設部クリーンセンター大崎 さいたま市緑区大字大崎３１７ ④令和５年３月６日 ⑤株式会社ケン

ト・コーポレーション 代表取締役 森谷行雄 さいたま市浦和区本太２－９－２４ ⑥１１２，２

００，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和５年１月２０日さいたま市公告（調達）第２０号 

 

①６７－１４ ②消防救急デジタル無線移動局装置保守業務 一式 ③さいたま市消防局警防部指令

課 さいたま市浦和区常盤６－１－２８ ④令和５年３月９日 ⑤富士通Ｊａｐａｎ株式会社埼玉支

社 支社長 大久保尚 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ ⑥３２，１２０，０００円 ⑦随

意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号

該当 

 

①６７－１５ ②消防救急デジタル無線基地局設備保守業務 一式 ③さいたま市消防局警防部指令

課 さいたま市浦和区常盤６－１－２８ ④令和５年３月９日 ⑤東日本電信電話株式会社埼玉事業

部 執行役員埼玉事業部長 市川泰吾 さいたま市浦和区常盤５－８－１７ ⑥５４，７２５，００

０円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第

１項第１号該当 

 

①６７－１６ ②さいたま市収納データ作成等処理業務 一式 ③さいたま市出納室出納課 さいた

ま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年２月８日 ⑤ＡＧＳ株式会社 代表取締役 原俊樹 さいた

ま市浦和区針ヶ谷４－３－２５ ⑥６８，４８９，３２７円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

 

①６７－１７ ②さいたま市教職員人事給与システム運用保守業務 一式 ③さいたま市教育委員会

事務局学校教育部教職員給与課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④令和５年３月１７日 ⑤株式

会社日立製作所北関東支店 支店長 井戸川誠一 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ ⑥４９，

２２６，１００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令第１１条第１項第１号該当 

 

①６７－１８ ②教育用オフィスソフトライセンス調達及びアカウント運用保守等業務 一式 ③さ

いたま市教育委員会教育研究所 さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ ④令和５年３月８日 ⑤株

式会社内田洋行営業統括グループ 取締役上席執行役員営業統括グループ統括 小柳諭司 東京都江

東区東陽２－３－２５ ⑥１２９，５８０，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧令和５年１月２０日さい

たま市公告（調達）第２６号 
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○一般競争入札の告示 

さいたま市告示第６９３号 

令和５年度さいたま市ＡＩチャットボットシステム管理運用業務について、次のとおり一般競争入

札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。 
令和５年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
令和５年度さいたま市ＡＩチャットボットシステム管理運用業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和５年７月１日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「製作等」又は「電算」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 令和３年４月１日以降に、人口１０万人以上の地方公共団体との種類を同じくする業務の契約

実績を１件以上有し、かつ、これら全てを誠実に履行している者であること。 
３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部広報課 

担当 伊藤、西田 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p096227.html 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年４月２７日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は電子メール（電子メールアドレス koho@city.saitama.lg.jp） 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴アに同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年５月２日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 競争入札参加資格の喪失 
  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p096227.html
mailto:koho@city.saitama.lg.jp
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税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月１５日（月）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 入札に関する注意事項 

ア 入札参加資格の確認 
（ア） 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 
（イ） 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者

は、入札に参加できない。 
イ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 
ウ 入札回数等 

（ア） 再度入札は、１回までとする。 
（イ） 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

エ 入札の辞退 
入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

オ 独占禁止法関係法令の遵守 
入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号）等に違反する行為を行ってはならない。 
カ その他 

（ア） 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 
（イ） 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

⑸ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年５月１５日（月）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

７⑵イに同じ 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
⑺ 入札の無効 
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さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部秘書課 
電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部広報課 
電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 
 ⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑵ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 ⑶ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 
⑷ 契約条項等は、さいたま市市長公室秘書広報部広報課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
⑸ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６９４号 

動画・画像等編集用端末機器等の賃貸借及び保守について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 
令和５年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
動画・画像等編集用端末機器等の賃貸借及び保守 

⑵ 借入場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部広報課 

⑶ 数量・特質等 
仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和５年１０月１日から令和９年９月３０日まで 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」又は「レ

ンタル・リースその他」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部広報課 

担当 中田、近藤、西田 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード 

    https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p065071.html 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年４月２７日（木）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p065071.html
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⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴アに同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年５月２日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 競争入札参加資格の喪失 
  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、消費税及び地方消費税については

別途契約書において定めるため、入札者は単価（月額）（税抜）を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月１５日（月）午前１０時１５分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 
⑷ 入札に関する注意事項 

ア 入札参加資格の確認 
（ア） 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 
（イ） 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者

は、入札に参加できない。 
イ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 
ウ 入札回数等 

（ア） 再度入札は、１回までとする。 
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（イ） 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 
エ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 
オ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号）等に違反する行為を行ってはならない。 
カ その他 

（ア） 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 
（イ） 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

⑸ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年５月１５日（月）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

７⑵イに同じ 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部秘書課 
電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部広報課 
電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

８ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
９ その他 

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
⑵ 契約条項等は、さいたま市市長公室秘書広報部広報課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 詳細は、入札説明書による。 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第６８８号 

さいたま市市民の声データベースシステム再構築業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 
令和５年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市市民の声データベースシステム再構築業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「電算」内の受注希望業務「システム・プログラム開発」で登載され

ている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
 ⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要 

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から 

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け 

ている期間がない者であること。 
 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 法定人口２０万人以上の地方公共団体において、住民の声を処理する情報システムを構築（再

構築を含む。）した実績があることを証明した者であること。 
⑺ 本入札の告示日において、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００

１）の認定及び一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５０

０１）の付与を受けている者であること。 
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３ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部広聴課 

担当 広聴係 電話 ０４８（８２９）１９３１ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年４月２８日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で） 

 ⑶ 交付方法 

   ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確認

審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年５月１５日（月）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒（定形郵便物）に９４円切手を貼

付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切
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り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月２４日（水）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月２４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

 ⑸ 最低制限価格 
   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加す

ることができない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部秘書課 

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８３３）１５７８ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書広報部広聴課 

電話 ０４８（８２９）１９３１ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５ 
７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 
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⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市市長公室秘書広報部広聴課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 
さいたま市告示第６９２号 

さいたま市ＰＲキャラクターエアータイプ着ぐるみ製作業務について、次のとおり一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６

の規定に基づき公告する。 

令和５年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市ＰＲキャラクターエアータイプ着ぐるみ製作業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和５年８月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「製作等」の受注希望業務「その他の製作等」で登載されている者

であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 令和３年４月１日以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同

じくする業務の契約実績を２件以上有し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であること。 
３ 入札説明書の交付 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付する。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

シティセールス担当 電話 ０４８（８２９）１０３４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年５月１日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送 

⑸ 郵送による場合の提出書類の到達期限及び送付先 
ア 到達期限 

令和５年５月１日（月）一般書留又は簡易書留、レターパックプラスにより提出すること。 
イ 送付先 

〒３３０－９５８８  さいたま市浦和区常盤６－４－４  さいたま市都市戦略本部都市経営 
戦略部シティセールス担当 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵  交付日時 
令和５年５月１０日（水）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
  郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
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 ア 郵送（一般書留、簡易書留又はレターパックプラス）による提出とする。 
 イ 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵  入札書の到達期限及び送付先  
ア  到達期限  

令和５年５月１６日（火）  
イ  送付先  

〒３３０－９５８８  さいたま市浦和区常盤６－４－４  さいたま市都市戦略本部都市経営 
戦略部シティセールス担当 

⑶ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年５月１７日（水）午後１時３０分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第２会議室 
⑷ 開札への立会い 

   入札者又はその代理人は、事前に申請した場合に限り、開札時に立ち会うことができる。 
⑸ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定に反して行われた入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４  さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 
電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４  さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 
電話 ０４８（８２９）１０３４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

 要 
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⑶ 議決の要否 
  否 

８ その他 
 ⑴ 提出された競争入札参加資格申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

 ⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６８９号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」

という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名（物品の購入）及び数量 

ア 多目的用途車（油圧ゲート付） ２台 

イ 軽自動車（清掃ダンプ仕様車） ２台 

⑵ 納入場所 

さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市東部清掃事務所 

⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

ア １⑴アの物品 令和６年２月２２日 

イ １⑴イの物品 令和６年２月９日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「輸送機器」内の営業種目「特殊車」で登載されている者である

こと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年４月２６日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年５月８日（月）及び令和５年５月９日（火）午前９時から午後５時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 
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⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

（ア） １⑴アの物品 令和５年５月１７日（水）午後２時００分 

（イ） １⑴イの物品 令和５年５月１７日（水）午後２時１５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年５月１７日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

９ その他 
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⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６９０号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」

という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名（物品の購入）及び数量 

投票用紙読取分類機 ５台 

⑵ 納入場所 

さいたま市西区西大宮３－４－２ さいたま市西区役所外４課所 

⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

 令和５年６月３０日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「広告・装飾」内の営業種目「選挙用品」で登載されている者で

あること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年４月２６日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年５月８日（月）及び令和５年５月９日（火）午前９時から午後５時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課
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税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

    令和５年５月１７日（水）午後２時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年５月１７日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６９１号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」

という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和５年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名 

学校給食用食器（深皿）外１０件 

⑵ 納入場所 

さいたま市大宮区三橋２－２０ さいたま市立三橋小学校 

⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

 令和５年８月１０日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「学校・保育用品」内の営業種目「学校用品」又は種目「日用品」

内の営業種目「日用品・雑貨」で登載され、かつ、市内に本店又は本市との契約権限を有する支

店若しくは営業所を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和５年４月２６日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 
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４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和５年５月８日（月）及び令和５年５月９日（火）午前９時から午後５時まで。なお、交付

日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退し

たものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

    令和５年５月２２日（月）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年５月２２日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６８７号 

さいたま市納税コールセンター業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施 
行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和５年４月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 
⑴ 件名 

さいたま市納税コールセンター業務 
⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館 
⑶ 業務内容 

入札説明書のとおり 
⑷ 履行期間 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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令和５年１０月１日から令和６年９月３０日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「その他」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

 ⑺ 平成３０年度以降、債権の回収に係る納付呼びかけ業務若しくはコールセンター運営業務につ

いて、国、人口３０万人以上の地方公共団体又はそれらと同等規模の独立行政法人との契約実績

があり、契約書の写し又は業務完了検査済証の写しを提出できる者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p087813.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年５月８日（月）まで 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札書の受領期限に

おいて確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p087813.html
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⑵ 受付期間 
告示の日から令和５年５月８日（月）まで（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例（平

成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで

とし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。） 
⑶ 受付場所 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課 
⑷ 提出方法 

持参又は郵送 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

 ４⑶に同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年５月１８日（木）午前９時から午後５時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
ア 入札書の提出は二重封筒を使用し、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により送付すること。 
イ 入札書を封入の上、件名、開札日時及び入札参加者を記載し封緘した内封筒を、郵送用の外

封筒に封入し送付すること。外封筒には宛名を「さいたま市役所財政局税務部収納対策課」と

し、表面に「入札書在中」と朱書きするとともに、入札参加者の住所及び名称を記載しなけれ

ばならない。 
ウ 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載すること。 
エ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において入札参加資格がない

者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑵ 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 
令和５年５月２９日（月） 

イ 送付先 
４⑶に同じ。 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
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⑷ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年５月３１日（水）午前１０時００分 
イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館２階共用会議室 
⑸ 開札への立会に関する事項 

入札者又はその代理人は、事前に申請をした場合に限り、開札時に立ち会うことができる。 
⑹ 最低制限価格 

   設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 
⑺ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
 ⑻ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
⑼ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 ⑽ 業務を担当する課 
   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課 
   電話 ０４８（８２９）１１６７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６２ 
７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ   

とはできない。 
⑶ 仕様書は、開札後、さいたま市財政局税務部収納対策課へ返却すること。 

⑷ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑸ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部収納対策課及びホームページにおいて閲覧できる。 

  https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑹ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６７９号 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市大宮区役所維持管理・運営モニタリング支援業務について、次のとおり一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の

規定に基づき公告する。 
令和５年４月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市大宮区役所維持管理・運営モニタリング支援業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和５年６月１日から令和６年３月２９日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「検査・測定・調査」で登載されている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 平成３０年度以降において、本市又は国、県若しくは他の地方公共団体とＰＦＩ事業のモニタ

リング等に関する支援業務の契約を締結し、履行した実績を有する者であること。 
３ 仕様書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、さいたま市大宮区役所維持管理・運営モニタリング支援業務

仕様書等を１部交付するものとする。なお、郵送による交付を希望する場合は、担当まで連絡する

こと。その場合の郵送料は、本入札参加希望者の負担とする。 
⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 秋庭、鈴木 電話 ０４８（８２９）１８３４ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年５月９日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 質問の受付及び回答 

本入札の業務等に質問のある場合は、次のとおり電子メールにより受け付けるものとする。質問

の書式は自由とするが、質問事項は電子メールの本文にテキストで記述すること。 

⑴ 受付先 

電子メールアドレス kusei-suishin@city.saitama.lg.jp 

電子メールの表題は「維持管理・運営モニタリング支援業務委託に関する質問」とすること。 

⑵ 受付期間 

本告示日から令和５年４月２５日（火）正午まで 

⑶ 回答方法等 

令和５年４月２６日（水）までに仕様書を交付した全ての業者に対して回答するものとする。 

なお、質問した業者名は非公開とし、電子メールで回答するので、３の仕様書等の交付の際に、

回答の送付を希望する電子メールアドレスを伝えること。 

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ ２⑷を証明する契約書の写し及び完了検査の検査結果通知書の写し 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送 

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和５年５月９日（火）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 
６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年５月１６日（火）午前９時から午後４時まで 

mailto:kusei-suishin@city.saitama.lg.jp
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⑶ その他 

郵送希望者については、５の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

７ 競争入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の確認通知を受けた者は、令和５年５月１７日（水）午後４時までにさい

たま市市民局区政推進部に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

８ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年５月２３日（火）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 入札に関する注意事項 

ア 入札参加資格の確認 

（ア） 入札参加資格がある旨の確認通知を持参すること。 

（イ） 入札参加資格がある旨の確認通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がな

い者は、入札に参加できない。 

イ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

ウ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の確認通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

エ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

オ 入札回数等 

（ア） 再度入札は、１回までとする。 

（イ） 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

カ その他 

（ア） 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

（イ） 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 
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⑸ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和５年５月２３日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

８⑵イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

電話 ０４８（８２９）１８３４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２ 

９ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

１０ その他 

⑴ 本契約に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑶ 提出された書類は、返却しない。 

⑷ 本入札の手続きに係る一切の経費は、入札参加者の負担とする。 

⑸ 提出された各資料は、特別な事情がない限り再提出は認めない。 

 

さいたま市告示第６７７号 

さいたま市被保護者健康管理支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和５年４月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市被保護者健康管理支援業務 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４―４外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結日から令和６年３月１９日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「その他」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 過去２年の間に地方公共団体において、診療報酬明細書等の医療データ分析業務の事業実績を

有する者であること。 

⑸ 過去２年の間に地方公共団体において、国民健康保険等における特定保健指導事業等の保健指

導業務の実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部生活福祉課 

担当 保護係 電話 ０４８（８２９）１８４５ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年５月８日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 
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ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和５年５月１５日（月）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月２２日（月）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月２２日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
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囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部福祉総務課 
電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市福祉局生活福祉部生活福祉課 
電話 ０４８（８２９）１８４５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市福祉局生活福祉部生活福祉課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

 

さいたま市告示第６８２号 

さいたま市学習状況調査業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和５年４月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市学習状況調査業務 

⑵ 履行場所 
委託者が指定する場所 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和６年３月２８日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
 本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和５・６年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/index.html
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下「名簿」という。）に業務「検査・測定・調査」の受注希望業務「その他の検査・測定・調査」、

業務「電算」の受注希望業務「システム・プログラム開発」又は業務「その他」で登載されてい

る者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

  イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会等からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）

付与認定を受けている者であること。 

⑸ 過去５年間において、さいたま市以外の地方公共団体と学習状況調査事業（採点、印刷、集計、

配送）の契約を締結し、履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研究所 
担当 調査研究係 電話 ０４８（８６６）４３９１ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和５年５月８日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付方法 
   ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用 
無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
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３⑴に同じ 
⑷ 提出方法 

持参 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 
⑵ 交付日時 

令和５年５月１８日（木）午前９時から午後４時まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和５年５月３１日（水）午前９時１５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和５年５月３１日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

 ⑸ 最低制限価格 

   設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。 
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⑺ 入札の無効 
さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課 

電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区岸町６－１３－１５ さいたま市教育委員会教育研究所 

電話 ０４８（８６６）４３９１ ＦＡＸ ０４８（８３８）０８８８ 
７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 契約条項等は、さいたま市教育委員会教育研究所及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
⑶ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

〔水道局〕 

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市水道局公告（調達）第８号 

次のとおり落札者等について公示します。 

令和５年４月１７日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 正 明 

 
①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

 

①８－１ ②マッピングシステム更新入力業務（単価契約） 一式 ③さいたま市水道局業務部管財

課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和５年３月７日 ⑤水道マッピングシステム株式会

社 代表取締役 保坂幸尚 東京都新宿区内藤町８７ ⑥⑴マッピングデータ入力作業 ア 配水管

等更新（配・導・送水管・弁栓類） （ア）建設工事（登録） １１０円／ｍ（単価） 建設工事（削除） 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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５９円／ｍ（単価） （イ）管理工事（登録） １６１円／ｍ（単価） 管理工事（削除） １２７円／

ｍ（単価） （ウ）弁栓工事（登録） １，００２円／箇所（単価） 弁栓工事（削除） ６１６円／箇

所（単価） 弁栓工事（変更） ８０８円／箇所（単価） イ 給水管等更新 （ア）新設工事（登録） 

３，４１７円／件（単価） （イ）改造工事（登録・削除） ４，８１４円／件（単価） （ウ）撤去工事（削

除） １，６７８円／件（単価） （エ）取付替工事（登録・削除） ３，７５８円／件（単価） （オ）井

水シンボル（登録・削除・変更） ３９８円／個（単価） ウ 漏水情報更新 修繕工事（登録） ４

１１円／件（単価） エ 配水支管未布設路線選定支援システム更新作業 （ア）ポリゴン（登録） ７

４５円／件（単価） ポリゴン（削除） ３７５円／件（単価） （イ）漏水シンボル（削除） ３９７

円／個（単価） オ 地形図修正等 （ア）名称（登録） ６１２円／件（単価） 名称（削除） ３６

９円／件（単価） （イ）ライン（登録） １５円／ｍ（単価） ライン（削除） ８円／ｍ（単価） （ウ）

ボーリングシンボル（登録） ９１０円／個（単価） カ 配水管仮入力等 仮入力等 ３５，７５

８円／人日（単価） キ 地形・属性データ変換等作業 （ア）市内全域変換 ４４９，５４９円／回（単

価） （イ）一部区域変換 ２０２，８１１円／回（単価） ク 設定変更等 設定変更等 ５４，６１

１円／人日（単価） ⑵ファイリングデータ入力作業 ア 配・給水管等原図（Ａ０まで）（登録） １，

７８３円／枚（単価） イ 配・給水管等原図（Ａ０まで・差替）（登録・削除） ２，１８０円／枚

（単価） ウ 配・給水管等（Ａ３まで）（登録） ４８２円／枚（単価） エ 配・給水管等（Ａ３

まで・差替）（登録・削除） ７７５円／枚（単価） オ 画像データ（ＣＤ等）（登録） ７８５円

／件（単価） カ 私道承諾書（登録） ５８８円／枚（単価） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条第１項第１号

該当 

 

①８－２ ②水道局基幹系システム管理業務（単価契約） 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和５年３月７日 ⑤一般財団法人埼玉水道サービス公社 

代表理事 蓬田潔 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ さいたま市水道総合センター２階 ⑥

ア 水道料金システム管理作業 ３，８８５，０００円（月額） イ 企業会計システム管理作業 １，

７３１，１００円（月額） ウ 個別業務サブシステム管理作業 ８０，０００円（月額） エ ネ

ットワーク維持管理運用業務 ６４９，７８４円（月額） オ その他システムに係る支援作業 ８

４，０００円／回（単価） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令第１１条第１項第１号該当 

 

①８－３ ②水道局基幹系システム機器管理業務 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 さいた

ま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和５年３月７日 ⑤一般財団法人埼玉水道サービス公社 代表

理事 蓬田潔 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ さいたま市水道総合センター２階 ⑥３９，

４０８，２０４円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令第１１条第１項第１号該当 

 

①８－４ ②営業系業務に関する水道料金システム帳票作成等業務（単価契約） 一式 ③さいたま

市水道局業務部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和５年３月７日 ⑤一般財団法

人埼玉水道サービス公社 代表理事 蓬田潔 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ さいたま市
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水道総合センター２階 ⑥⑴検針業務 ア 計量帳票に関する事務 ３８１，４００円／月（単価） 

イ 圧着はがき「使用水量等のお知らせ」作成 ３．４０円／枚（単価） ウ 圧着はがき「汚水排

水量等のお知らせ」作成 １１．５０円／枚（単価） エ 検針等業務システム用「使用水量等のお

知らせ」作成 ３００円／本（単価） オ 水道料金等減額に関する帳票作成等業務 １９９，９８

０円／月（単価） ⑵収納業務 ア 収納帳票に関する事務 ６５１，７００円／月（単価） イ 圧

着はがき「水道料金・下水道使用料納入通知書」作成 ３．９０円／枚（単価） ウ 非圧着紙「水

道料金・下水道使用料納入通知書」作成 ２．８０円／枚（単価） エ 圧着はがき「下水道使用料

納入通知書」作成 ５１．００円／枚（単価） オ 圧着はがき「水道料金等お支払いについて（口

座・カード登録完了）・クレジットカード決済手続書」作成 ３．８０円／枚（単価） ⑶未収整理業

務 ア 未納整理帳票に関する事務 １４９，１００円／月（単価） イ 圧着はがき「水道料金等

お支払いのお願い」（督促通知書・納付制）作成 ３．５０円／枚（単価） ウ 圧着はがき「水道料

金等再振替のお知らせ」（督促兼再振替通知書・口座振替制）作成 ５．９０円／枚（単価） エ 圧

着はがき「下水道使用料催告納入通知書」作成 １８８円／枚（単価） オ タブレット未納整理シ

ステム「携帯プリンター用感熱紙」作成 ７００円／本（単価） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

 

①８－５ ②営業系業務に関する水道料金システム電算処理等業務 一式 ③さいたま市水道局業務

部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④令和５年３月７日 ⑤一般財団法人埼玉水道サ

ービス公社 代表理事 蓬田潔 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ さいたま市水道総合セン

ター２階 ⑥１６９，６１１，１５６円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

 

①８－６ ②中央監視制御装置保守点検業務 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 さいたま市

浦和区常盤６－１４－１６ ④令和５年３月２日 ⑤横河ソリューションサービス株式会社さいたま

支店 支店長 星野靖生 さいたま市北区宮原町１－３１１－１ ⑥３５，７５０，０００円 ⑦随

意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号

該当 


